
   

 

(啓発用) 
 

チラシ 

◎この公契約は労働環境の確認の対象となっています。 

貴社の労働環境報告書と下記事項等の確認をお願いします。 

愛知県の最低賃金をご存知ですか？ 

令和５年 10月から、１時間 １，０２７円 となっています。 
 

 

36協定（労働者に法定労働時間（1日８時間 1週４０時間）を超えて労働させる場合

や、休日労働をさせる場合に、労働組合と使用者が書面で締結する協定）の内容は周知

されていますか？ 
 

 

時間外労働時間数の算出で、１日ごとに端数の切り捨て等がされていませんか？ 

 

 法定労働時間を超えた時間や休日労働時間の割増賃金は、適正に支払われていますか？ 

 

 年次有給休暇は、法定どおり付与され、取得できていますか？

 
 

健康診断を、定期的に受診していますか？ 

 

 

 

 

※確認の結果、守られていない場合やご不明な点等があれば、下記までご連絡ください。 

岡崎市総務部契約課入札係  電話（０５６４）２３－６０６７ 
 

 

 

 

 


